
○第７回農薬第三専門調査会（非公開） 

日時：令和３年１月１８日（月）１４：００～１７：１０ 

議事概要： 

 

（１） セダキサン 

・審議の結果、セダキサンの許容一日摂取量（ＡＤＩ）を０．１１ ｍｇ／ｋｇ体重／日、急

性参照用量（ＡＲｆＤ）を０．３ ｍｇ／ｋｇ体重とし、評価書（案）を一部修正の上、食品

安全委員会に報告することとなった。 

＊殺菌剤で、今回、てんさいへの新規登録申請がされています。 

 

（２） フェナリモル 

・継続審議となった。 

＊殺菌剤で、なし、いちご等に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（い

わゆる暫定基準）が設定されています。 

 

 


